
世田谷区の子育て家庭を支える切れ目のない相談支援体制（世田谷版ネウボラ)の強化【概要版】 【資料３】
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個別支援・相談をする対象の拡大

現
行

地区担当保健師による、支援が必要な方への個別支援

目
標
と
す
る
姿

地区担当保健師による、支援が必要な方への個別支援

３．【拡充】産後ケア事業の充実

２．【新規】子育て利用券の配付

ネウボラ・チームによる切れ目のない支援

・区内５か所の各総合支所に専門職によるネウボラ・チームを配置し、地域の機関とのネットワークで妊娠期から子育

て家庭を切れ目なく支える相談支援体制の構築に向けた取り組みを開始します。

・原則として、妊娠期の面接の際に、地域における産前・産後

サービスが利用できる子育て利用券を配付します。

・「産後ケアセンター桜新町」だけでなく、身近な医療機関でも産後ケア

事業を開始します。

平成２８年度 ここから開始します

・妊娠期に専門職が面接しま

す。

・産後ケアの利用登録、様々な手続き

について、適切に案内・支援します。

・いつでもネウボラ・チームが

相談を受けます。

⇒いつでも区が見守ります。

・子育て利用券を配布して、地域の中

における交流の機会につなげます。
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１．親を支援するサービス：母乳・育児相談、子育て講座、家事援助

や育児補助などのヘルパー派遣、乳房マッサージ など

２．子どもを預けるサービス：一時預かり、一時保育、託児（在宅・施

設）など（兄弟姉妹の利用を含む）

３．親子を支援するサービス：産後ケア、親子交流講座、読み聞かせ、

リトミック、食育セミナー など

利用を通じて、子育

て家庭を支援し、地

域の交流の機会につ

なげる。

産後ケアセンター桜新町

ショートステイ･デイケア

１１床

【新規】 医療機関による

ショートステイ 1ヶ所（２床）

【新規】医療機関による

デイケア 1ヶ所（３床） ネウボラ・チームが適切に案内

上記の仕組みを構築することで、世田谷区は妊娠期から子育

て家庭に潜在しているニーズの把握に努めるとともに、ニーズ

や状況の変化に合わせ、切れ目なく、子育て家庭を支えていき

ます。

１．【新規】妊娠期の相談支援体制の充実

ネウボラ・チーム（各総合支所）

母子保健

コーディネーター

（２名）

子育て応援

相談員（２名）

保健師

■保健師

（母子担当リーダー、地区担当）

■母子保健コーディネータ―
（保健師・助産師・看護師）

■子育て応援相談員

（社会福祉士・保育士・社会福祉主事等）

地域の子育て

支援

４．（仮称）世田谷版ネウボラ構築アドバイザー会議

・外部有識者からのアドバイスなどを通じて、妊娠期からの切れ目のない支援の検証と充実に向けた検討を行います。


